
(単位：千円）

予　算　額 予　算　額

1 国 民 健 康 保 険 税 248,979 1 総 務 費 10,931

2 国 庫 支 出 金 169,070 2 保 険 給 付 費 560,163

3 療 養 給 付 費 交 付 金 40,273 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 116,185

4 前 期 高 齢 者 交 付 金 202,811 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 69

5 県 支 出 金 44,220 5 老 人 保 健 拠 出 金 5

7 共 同 事 業 交 付 金 79,235 6 介 護 納 付 金 52,056

8 繰 入 金 52,512 7 共 同 事 業 拠 出 金 90,922

9 繰 越 金 25,104 8 保 健 事 業 費 6,923

10 使 用 料 及 び 手 数 料 102 9 基 金 積 立 金 78

11 財 産 収 入 78 10 公 債 費 307

12 諸 収 入 616 11 諸 支 出 金 414

12 繰 出 金 1

13 予 備 費 24,946

863,000 歳　出　合　計 863,000

平 成 ２ ５ 年 度 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 当　初 予 算 額 

歳　　　　入 歳　　　　出

歳　入　合　計



平成２５年度 国民健康保険特別会計 予算の概要 

 

 

【重点項目】 

 国民健康保険は、社会保障制度の中での互助救済的な制度であり、公平な負担に

より健全な運営が求められています。 

 しかし、１人当り医療費の増加により、国保会計の運営は毎年厳しくなっていま

す。その中で、次のような項目を重点とし、健全な運営ができるように努めて行き

ます。 

１．年金受給者からの特別徴収以外の被保険者の口座振替の推進。 

２．国民健康保険税収納率向上のため、各課との連携による滞納整理の強化と、滞

納処分の実施、また、短期被保険者証、資格証明書を活用し、本人へ国保の重要

性を認識させ、滞納の抑制と期限内納付を促す。 

３．ジェネリック医薬品の普及促進により、医療費の抑制を図る。 

４．特定健康診査・特定保健指導の受診率目標達成のため、未受診者の把握や検診

日の工夫等を図り引き続き促進を行う。 

 

【予算の概要】 

（歳入） 

 本年の税率につきましては、昨今の世帯構成や所得金額の変動により、後期高齢

者支援金分、介護納付金分について必要な保険税額の算定が見込まれないことから、

適正な保険税額の確保のため、改正を行います。 

一般被保険者の保険税では、医療給付費分現年課税分として、昨年当初予算より

９，８９３千円減の１４５，２９９千円を計上、後期高齢者支援金分現年課税分は、

８，１００千円増の５１，３９７千円を計上しました。介護納付金分現年課税分で

は、３９千円減の２１，０４１千円を計上し、滞納繰越分については、滞納額の増

加が見込まれ、総額８６，２３９千円の滞納額のうち１１，９１９千円としました。

増加する滞納額を減らしていくため、短期保険証や資格証明書を活用するとともに

滞納整理や滞納処分等の更なる強化を図っていかなければなりません。 

退職被保険者の保険税については、７，７４３千円減の１９，３２３千円を計上

しました。 

国庫負担金・療養給付費等負担金については、財政運営の都道府県単位化を円滑

に進めるため、都道府県調整交付金の給付率を２％引き上げることになりました。

これに伴い国の定率負担は３２％となる見込みで、昨年より４，６３６千円減の１

４１，１１９千円を計上しました。 



高額医療費共同事業負担金は、４１６千円増額の４，４０７千円、特定健康診査

等負担金は、３３４千円増の１，４９２千円で、それぞれの対象事業費の変更によ

るものです。 

国庫補助金・普通調整交付金では前期高齢者交付金分等の減額があり７２４千円

減額の２２，０５０千円を見込んでいます。出産育児一時金補助金は平成２３年度

分を持って補助終了となったため平成２５年度から予算計上していません。 

療養給付費交付金については、退職被保険者の療養給付費の減少により、７１４

千円減額の４０，２７２千円を見込んでいます。 

前期高齢者交付金については、平成２５年度概算交付額の増額等により、２９，

８０４千円増額の２０２，８１１千円を見込んでいます。 

県負担金・高額療養費共同事業負担金、特定健康診査等負担金については、国庫

負担金と同額となっております。また、県補助金・財政健全化特別対策補助金の補

助率は県単福祉医療に係る医療費の１００分の４５となっています。 

県財政調整交付金は、３，７５１千円減額の３６，２４７千円を見込んでいます。

また、特別調整交付金は、高額共同事業の持ち出し分が減少することによる減額を

見込んでいます。 

共同事業交付金は、高額療養費が３０万円若しくは８０万円を超えた額に対して

交付されるもので、高額共同事業・保険財政共同安定化事業ともに昨年までの実績

を考慮し、３，１１０千円の増額の７９，２３５千円を計上しました。 

繰入金については、保険基盤安定繰入金では、１８２千円減額の２８，４９０千

円を計上、事務費繰入金は、新システム導入が終わったことに伴い、２，８３７千

円減額の１０，２１７千円を計上、出産育児一時金繰入金は、対象者を９名と見込

み１，３０２千円減額の２，５２０千円を計上しています。 

その他一般会計繰入金は、波及増分として、１，７３５千円増額の８，７０５千

円を計上しました。 

歳入総額で、昨年度当初比０．９３％増の８６３，０００千円を計上しました。 

 

 



（歳出） 

特定健康診査等事業費については、１４２千円増額の５，６０４千円を計上しま

した。集団検診で、７３５名、個別検診で４０名、特定保健指導で３０名を予定し

ています。今年度も受診率向上に努めて行きたいと思います。 

総務費・一般管理費については、国民健康保険事務経費の総合行政情報システム

電算情報処理委託料など、合計で１７千円増額の６，２３１千円を計上しました。 

賦課徴収費については、総合行政情報システム導入費用がなくなり、合計で２，

８７０千円減額の４，６８１千円を計上しました。 

一般被保険者給付費は、被保険者数見込みは変わりませんが、一人当たり医療費

の減少を見込み４２４千円減額の４４４，１８３千円を計上、退職被保険者等療養

給付費については、被保険者数の減少を見込み３，２７６千円減額の４３，１４３

千円を計上しました。 

療養費及び高額療養費については、一般、退職ともに平成２４年度までの実績に

より算出し、一般療養費については１０２千円増額の５，７３０千円を計上、退職

療養費では、９０千円増額の３３０千円、一般高額療養費で、１４，５０６千円増

額の５５，８９４千円、退職高額療養費で、４，０７３千円減額の４，６５１千円

を計上しました。 

一般被保険者移送費及び退職被保険者移送費については、それぞれの療養給付費

の０．０１％以上を見込み、移送費全体で５０千円を計上しています。 

出産育児一時金は、母子手帳交付台帳を基に件数を見込み、前年度より５件減と

し、９件で３，７８０千円を計上しました。葬祭費は平成２４年度実績により、対

象数を５件増の１５件とし、７５０千円を計上しています。 

後期高齢者支援金は、当年度概算拠出金額の増加により、２，６２３千円増額の

１１６，１７６千円を計上しました。 

前期高齢者納付金については、過年度精算分の減少により、６７千円減額の６０

千円を計上しました。 

老人保健拠出金は、制度廃止に伴い事務費のみを計上しました。 

介護給付費納付金は、後期高齢者支援金同様、当年度概算拠出金額の増加により、

６７６千円増額の５２，０５６千円を計上しました。 

高額医療費共同事業拠出金は、１，６６６千円増額の１７，６３０千円、保険財

政共同安定化事業拠出金は、２２４千円減額の７３，２７４千円を計上しました。 

保健事業費では、新規事業として後発医薬品差額通知作成委託、郵送料を計上し、

総額で５４千円の増額となりました。 

国保基金積立金については、余剰金が発生しないため基金利子分の積み立てのみ

の７８千円を計上しました。また、公債費については、一時借入金利子として４千

円増額の３０７千円を計上しています。 



一般被保険者保険税還付金、退職被保険者等保険税還付金および還付加算金につ

いては、実績を考慮した金額となっています。 

償還金、過年度療養給付費交付金返還金は発生次第、補正対応とするため、１千

円を計上しています。 

予備費については、保険給付費５６０，１６３千円の３％以上の額（１６，８０

４千円以上）として２４，９４６千円を計上しました。 

歳入歳出それぞれ、８６３，０００千円（対前年度比０．９３％増）を計上しま

した。 

 

以上が、平成２５年度国民健康保険特別会計の予算説明です。 

 


